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５３ページ 
○ ホームレス就労訓練事業 
規則正しい生活習慣や就労習慣の習得を目的とした就労訓練を実施して、就労に向けた準備支援を行います。 
（イ）ホームレス等就労支援事業（くに事業）等との連携 
国が実施しているホームレス就業支援事業と連携して、就業支援相談や職場体験講習((エ)で後述)の利用を推進
し、ホームレス等の就労意欲の喚起や就労機会の確保を進めます。 
また、ホームレス就業支援事業の一環として実施されている就業機会確保支援と連携し、就労先の開拓にあたり
身元保証人を要しない求人事業所の拡充を図り、ホームレス等の求人条件を緩和するよう努めます。 
（ウ）中間的就労の場の確保 
直ちに就労自立が難しいかたに対して、事業所での軽易な作業等を通じて一般就労に向けた支援付きの就労体験
やトレーニングを行う「中間的就労」の場の確保や活用を進めます。 
また、専門的知識や技能を必要としない多種多様な職種の開拓等に関する情報収集及び情報提供等を行います。 
（エ）職場体験講習・トライアル雇用事業（くに事業）との連携 
仕事に対する不安感を解消するため一定期間実際の職場を体験する「職場体験講習」や自立支援事業の利用者等
のうち就職が困難なかたに対して、雇用主とホームレス等双方の雇用に対する不安感を解消することを目的に実
施する「トライアル（試行）雇用制度」など、国が実施する事業との連携を図り、就労の実現に向けて支援しま
す。 
（オ）技能講習事業（くに事業）との連携 
職業能力の開発・向上を支援するために国が実施している技能講習事業との連携を図り、就労に必要な資格や技
能の習得を希望するかたについては、同事業の利用を案内します。 
（カ）広報・啓発活動 
ホームレス等の就労自立について情報交換を行うとともに、就労機会の確保について事業主の理解を得るため、
国、県及び地元経済団体の関係者を交えた会議を定期的に開催し、雇用の促進についての広報・啓発に努めます。 
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５４ページ 
（キ）アフターフォロー事業 
○ 自立支援事業から就労自立し、地域において自立した生活を営むかたに対して、家庭訪問や電話相談等を行
い、職場への定着と地域生活の継続を支援する事業（アフターフォロー事業）を推進し、再度野宿生活に戻るこ
とがないよう支援します。 
○ アフターフォロー事業の実施にあたり、短期間で生活保護の受給に至ることのないよう、自立生活に移行し
た直後は、環境の変化に対応した丁寧で多面的な支援を集中的に行うとともに、中長期的に安定した生活が維持
できるよう継続的な個別的な支援も行うなど事業の充実を図ります。 
支援に当たっては、来所相談を受入れ、訪問によるアプローチを取り入れた支援を行う等、就労の継続ができる
ような支援体制を構築します。 
（ク）勤労観・職業観の早期育成 
学校教育の各段階や生涯を通じた学びの場においてキャリア教育を推進し、子どもや若者がさまざまな職業体験
を行うことができる機会を提供する事業等を実施することで、健全な勤労観・職業観の早期育成を図ります。 
（３）心身の健康維持・回復                           
ア 現状と課題 
（ア）令和３年生活実態調査によれば、一定数のホームレスが身体の不調を訴えており、約４割のかたが治療等
を行っていない状況です。 
 医療が必要なかたを早期に医療機関の受診につなぐとともに、生活習慣病等で日常生活上の指導が必要なかた
に対して適切な指導を行う必要があります。 
（イ）医療の必要なホームレス等を医療機関の受診につなぐため、あらかじめ医療機関側にホームレス等の受診
について理解を深めていただき、適切な治療が受けられるよう協力を求めていく必要があります。 
（ウ）ホームレス等の状態から就労あるいは福祉等の援護による自立を目指す場合、心身の健康維持・回復はそ
の前提となる事項です。自立支援事業の利用者等に定期的に健康状態を確認し、病気の早期の発見・治療に努め
る必要があります。 
  



12

55

５５ページ 
（エ）本市が実施している結核健診事業や医療機関への受診により、ホームレス等の中に結核患者が発見されて
います。ホームレス等の場合、症状が進んでから発見されることや、完治する前に路上生活に戻ってしまい治療
が中断してしまうことがあります。なお、令和２年度及び令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、集団結核健診の実施が困難な状況でしたが、自立支援健康相談員により保健センター等で実施
する個別の結核健診の受診を勧奨する等、必要な取り組みを実施しました。 
ホームレス等で結核に罹患したかたを早期に発見するとともに、治療が中断しないよう保健部門と福祉部門が連
携して助言・指導を行っていく必要があります。 
（オ）ホームレス等の中には、アルコールへの依存が見られたり、うつ症状や不眠など心の健康についての悩み
を訴えたりするかたがいます。 
また、ホームレスのうち、精神障害など何らかの障害等があると思われるかたに対する巡回相談の実施において
は、相談や支援に課題があります。 
（カ）また、自立支援事業の利用者等には、アルコールやギャンブル等への依存があるため、専門的治療が必要
なかたが少なくありません。 
イ 具体的な施策・事業 
（ア）ホームレス健康支援事業 
公園等への巡回及び福祉事務所で健康相談と療養指導 を実施し、医療の必要なホームレス等が適切な医療を受
けられるよう、福祉部門と保健部門が密接な連携を図ります。また、生活習慣病等で日常生活を送る上で注意が
必要なかたについて定期的な指導を行います。 
○ 保健師、看護師資格を有する自立支援健康相談員が福祉事務所の保護援護生活相談員(巡回相談員)とともに
市内を巡回して、健康相談、健康チェック及び療養指導を実施します。その中で医療が必要と判断されたかたに
ついては、福祉部門と保健部門とが密接な連携をとり、医療機関への受診につなぎます。 
○ また、中村区、中区の福祉事務所内にて自立支援健康相談員が巡回相談時間外に生活習慣病等健康に不安が
あるホームレスからの相談に応じます。 
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５６ページ 
（イ）ホームレス結核対策事業 
公園・路上等に起居するホームレス等は結核発病リスクが高いことから、ホームレス等に対して結核罹患者の
早期発見に向けた健診機会の提供に努めるとともに、罹患者が発見された場合は入院等へつなぐ支援や結核服
薬支援を実施するなど効果的な結核対策を推進します。 
○ 結核罹患者の早期発見と結核感染の予防のため、無料宿泊所の利用者や公園・路上等に起居するホームレ
ス等に対して、感染防止策に留意しつつ結核健診を実施します。 
○ 結核に罹患しているホームレス等に対して、早期治療のため入院等の支援を実施します。また、治療の中
断による結核の再発防止や薬剤耐性化防止のため、結核服薬支援事業を推進します。 
（ウ）医療機関の確保 
医療が必要なかたには、無料低額診療事業 の活用を図るとともに、ホームレス等が必要に応じて適切な医療を
受けることができるよう次の事業を実施し、医療機関との協力関係の構築に努めます。また、病気等により急
迫した状態にあるかた及び要保護者が医療機関に緊急搬送された場合については生活保護の適用を行います。 
○  入院・診察協力料支給事業 
医療機関が要保護者であるホームレス等の入院等を受け入れた場合には、生活保護を適用するとともに、円滑
に受け入れを行っていただくため協力料を支払う事業を実施し、受診機会の確保に努めます。 
○  生活用品支給事業 
要保護者であって、日用品を購入することができないホームレス等が入院した場合は、必要な日用品（歯ブラ
シ、タオル等）を支給する事業を実施し、入院生活に困らないよう支援します。 
（エ）こころのケア 
◯ 福祉部門と保健部門が連携し、精神障害等何らかの障害等があるホームレスの相談に対応するとともに、
医療機関への受診等、専門機関につなぐよう支援します。 
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５７ページ 
○ 自立支援事業や更生施設の利用者等で精神面の個別支援が必要なかたに対するこころのケアを推進すると
ともに、アルコールやギャンブル等への依存などへの対応にあたっては、専門的治療が必要となることから、医
療機関等との連携を図ります。 
（オ）保健と福祉の連携 
◯ 本市においては、保健部門と福祉部門を総括する組織として保健福祉センターを設置しており、保健センタ
ーと福祉事務所が、同じ組織のもと、連携を図りながら各事業を推進します。 
（４）相談・援護                               
ア 現状と課題 
（ア）令和３年生活実態調査の結果からは、健康上の不安、食事や居住環境についての悩み、就労先の確保など
深刻な悩みや葛藤を抱えて生活しているホームレスが少なくありません。多くの場合、家族等との関係が疎遠で
ある上、地域社会からも孤立しているため、身近なところに親身に相談できる人がいないのが現状です。 
（イ）どこへ行けばどのような相談が可能で、どのような情報が得られるのかといった、利用可能な社会資源や
各種施策についての情報入手が困難なことから、ホームレス自身から課題の解決に向けた行動を起こすことが難
しいのが実態です。 
 福祉事務所において各種相談に応じることに加え、ホームレスが起居する場所に赴いて相談を行うなど、行政
の側からの能動的な対応が必要となります。とりわけ、令和３年生活実態調査で明らかとなったように、高年齢
者の割合も高まっており、また、「今のままでいい」と考えるホームレスの割合が多い現状を踏まえると、起居先
への巡回相談は今後とも重要であると考えています。 
（ウ）ホームレスの中には、長引く野宿生活の中で健康を害するかたも少なくありません。適切な治療により健
康を回復できるよう相談や助言を行うとともに、要保護者について生活保護を適用して必要な治療を行う必要が
あります。 
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５８ページ 
（エ）ホームレスは激減していますが、路上に残る人の中に、精神的障害があると思われるかたが一定割合含ま
れ、巡回相談での対応が課題です。 
平成 26 年度ホームレス等支援団体の調査でも、知的障害有病率 34.2％、精神疾患有病率 42.1％、両方を組み合
わせた有病率 15.8％という結果が報告されています。 
支援に当たり、保健センターや精神保健福祉センターなどと連携し適切な対応に努めるほか、自立支援事業利用
者にも同様の状況が見られるため、精神保健福祉士の配置など、相談に応じられる体制づくりを進めました。 
（オ）ホームレスには、債務問題を抱えるかたも少なくありません。今後も、債務問題解決支援が必要です。 
（カ）本人の状態等により目指す自立は多様です。相談においても、できるだけ早く本人の状態等を的確に把握
し、柔軟に自立支援の方向性を検討することが重要です。 
 自立支援では、本人の状態等から、最適な手法を提案することが行政の役割ですが、本人の意向を尊重し、同
意を得ながらの支援方針決定が基本です。 
（キ）住まいを失い、終夜営業店舗や知人宅を転々とするかたなど、ホームレスとなることを余儀なくされるお
それのあるかたがリーマン・ショック後増加したと考えられ、その中には稼働年齢層も多く見込まれます。ホー
ムレス支援では、これらのかたへの支援も必要です。  
また、コロナ禍により、多くの産業・職種で活動が停止・停滞したことで、多くの生活に困窮したかたが、名古
屋市仕事・暮らし自立サポートセンター（以下サポートセンターという。）を訪れました。  
景気変動・社会構造の変化等によるこれら問題は、国で様々な対策が講じられています。福祉事務所やサポート
センターで、自立支援施策や生活保護、他法・他施策の活用相談に対応し、自立と持続可能な社会生活 
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５９ページ 
への定着を目指し、総合的な支援を進めていく必要があります。 
（ク）福祉等の援護により、ホームレス等の状態から居宅保護となったかたのほとんどが居宅生活を維持できて
いるいっぽうで、居宅生活を維持できず、保護開始から２年以内に失踪等で住居を失うかたもいます。居宅生活
を維持できなかった背景として、金銭管理の失敗、意欲の欠如や孤独等などが背景として指摘されています。居
宅生活の継続性を高めていくため、アフターフォローの取り組みを推進していくことが重要となります 
イ 具体的な施策・事業 
（ア）福祉事務所における相談・援護 
○ 福祉事務所は、ホームレス等からの包括的な相談窓口であると同時に、相談結果に基づき必要な措置を行う
権限を有する機関です。支援の方向性は福祉事務所における相談で決まるものであり、その重要性を職員が認識
する必要があります。 
○ 面接、相談に従事する職員等に対して、研修の充実に努め、支援の方向性を決定するために必要な知識の修
得・蓄積とともに、相談の質を高めるための能力の向上や人権感覚の育成を図ります。 
○ 福祉事務所では、生活保護制度やホームレス自立支援施策等について説明を行った上で、相談内容、相談者
の状況等に応じて自立を支援します。ホームレス等の中には、各種制度等の再利用を繰り返すかたがいます。相
談にあたっては、経緯等の把握に努め、制度等の趣旨が支援の中で活かされるよう、本人の自立への理解促進と
意欲の喚起に努めます。 
Ⅰ ホームレス等の状態からの脱却を求めて相談に来たかたについては、心身の状態等を踏まえ、支援策の説明
を行った上で、支援のほうこうせいを決定するとともに、個々の事情に応じた自立を総合的に支援します。支援
のほうこうせいを決定するにあたっての基本的な考え方は次のとおりですが、本人の意向を尊重しながら進めま
す。その特性により、社会的偏見や差別を受け弱い立場に置かれやすいかたに対しては、各施策において個々の
事情に配慮した支援を行います。 
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６０ページ 
①就労意欲と稼働能力があるかたについては、就労による自立を目指すことを基本とします。これらのかたに 
ついては自立支援事業の利用ができることから、事業内容について説明を行います。  
自立支援事業においては、個々の能力や課題に応じた多様な自立も視野に入れた支援を行うことにより、就労

意欲や稼働能力について課題があるかたでも、支援期間内に意欲の向上や稼働能力の回復が見込まれる場合には、
本人の意向に基づいて自立支援事業を利用していただきます。 
②就労意欲はあるものの、心身の状態等から就労自立が困難と考えられ、要保護状態にあるかたについては、生
活保護の適用による自立を基本とします。生活保護の要否判定及び居宅生活の可否の判定等のため、原則として
一時保護所（当該機能を代替する施設を含む。以下本項において同じ。）への入所の手続きを進めます。 
③ 生活保護の要否判定のために一時保護所に入所したかたで、居宅生活が可能と判定された要保護状態にある
かたについては、生活保護を適用して居宅生活への移行を図ります。 
④ 生活保護の要否判定のために一時保護所に入所したかたで、日常生活能力等から、居宅生活への移行が困難
と判定されたかたは、更生施設等への入所手続きを進め、居宅生活への移行のために状況に応じて、日常生活指
導など必要な支援を行います。居宅生活が困難と判定されたかたについては、状態に応じて保護施設である救護
施設や他法施設等への入所を検討します。 
保護施設に入所したかたについても、心身の状況等に応じて、地域生活に移行できるよう検討します。 

Ⅱ 緊急宿泊援護などの一時的な援護や物質的な援護を求めて相談に来るかたについては、必要に応じて適切な
援護を行うとともに、相談を自立に向けた支援の契機として捉え、助言や指導を合わせて行うことを基本としま
す。 
Ⅲ 体調不良で相談に来たホームレス等で要保護状態にあるかたについては、医療機関に受診していただき、必
要に応じて入院など適切な医療扶助が受けられるよう支援します。要保護状態にあるホームレス等が緊急搬送さ
れた場合には、医療機関等と密接な連携を図りながら生活保護の適用を行います。なお、医療機関での治療が終
了した後も、再度野宿に戻ることがないよう、状況等に応じ上記のⅠ、Ⅱのいずれかのほうこうで支援を行いま
す。 
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６１ページ 
Ⅳ 以下のとおり、保護施設を運営します。 
○ しんたいじょう又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者が入所する更生施設を運
営します。笹島寮：定員 60 人・中村区、植田寮：定員 112 人・天白区 
○ しんたいじょう又は精神上著しい障害があるため日常生活を営むことが困難な要保護者が入所する救護施
設を運営します。厚生院：定員 80 人・名東区、植田寮：定員 108 人・天白区 
※ 植田寮については、現在地において改築工事を行っています。改築後である令和 7 年度には、植田寮救護施
設・更生施設、厚生院救護施設を植田寮救護施設 定員：200 人へ統合することを予定しています。 
○ 住居のない要保護世帯等に対して、宿所を提供し、相談・指導等を行う宿所提供施設を運営します。熱田荘：
定員 27 世帯・熱田区 
（イ）巡回相談事業 
○  福祉制度や施策の運用について保護援護生活相談員を福祉事務所に配置し、巡回してホームレスの生活実態
把握に努め、自立に向けた支援施策についての説明・相談を実施します。自立支援健康相談員と巡回する場合、
健康相談等に協力するとともに、医療機関への受診等を勧めるなど施策につなぎます。 
○  野宿生活期間が長期間に及んでいるホームレスに対しては、生活ニーズの把握に努め、継続的な巡回相談活
動により、適切な施策等につなぐよう支援の充実に努めます。また、野宿生活期間が長期化すると脱却が困難に
なることから、早期の段階で自立に向けた取り組みにつながるよう関係機関で連携して支援に努めるとともに、
一人ひとりに寄り添った丁寧な支援を行うことで、巡回相談を通じた信頼関係の構築を進めます。 
○ 小屋を持たないホームレスが増えるに従い、巡回相談によっても接触が困難なかたの割合が増えています。
ＮＰＯやボランティア団体が実施する炊き出しなどに足を運ぶかたも多いと考えられることから、ニーズの把握
や支援施策への案内、周知等の観点から、ＮＰＯやボランティア団体の活動との連携のありかたについて検討を
行います。 
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６２ページ 
（ウ）一時保護事業（一時保護所） 
○ 生活保護適用の要否判定及び居宅生活の可否の判定等を行うため、一定期間（原則２週間以内）ホームレス等
に入所していただき、宿所と食事を提供する一時保護事業 定員 50 人・熱田区を引き続き運営します。 
○一時保護所は、判定等に基づき福祉事務所が決定した援助方針に意見がある場合、理由を付して福祉事務所に
伝え、福祉事務所は、必要に応じ援助方針の再検討を行います。 
○利用者が居宅生活に移行し、その後の地域生活を安定して継続できるよう、住宅確保等の個別支援機能を強化
するとともに、日常生活、社会生活上の課題把握のためのアセスメント機能の充実を図ります。 
（エ）緊急宿泊援護事業 
ホームレス自立支援施設の利用を希望されるかたなどが定員の関係等ですぐに入所できない場合、その間の宿泊
場所を確保するため、本市が契約した簡易宿所に緊急的に宿泊していただく緊急宿泊援護事業を実施します。 
（オ）債務問題等への対応 
債務問題などホームレス等が抱える法律上の諸問題について、弁護士と相談を行う機会を提供するため、日本司
法支援センター等の関係機関と連携し、問題解決に向けた支援を行います。 
（カ）福祉等の援護による自立者へのアフターフォロー 
○住居のない状態から生活保護で居宅生活に移行したのち、失踪等を防止し地域での生活の定着を進めるため、
ケースワーカーによる生活状況の把握に努め、個々の課題に応じて適時適切に援助方針を策定し、継続的な訪問
活動を行います。 
○一時保護事業を利用し居宅生活に移行したホームレス等のうち定着支援が必要なかたを対象に、年齢等の特性
も踏まえ、見守りを中心に家計管理や日常生活管理、社会参加・地域参加の支援等を行うアフターフォローにつ
いては、より充実を図りつつ、社会資源の積極的な活用等、社会的な孤立を防ぐことができる取り組みを進めま
す。 
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６３ページ 
（キ）名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターにおける相談 
○ 平成 27 年度に始まった生活困窮者自立支援制度における相談と支援を一体的に実施する拠点として、サポ
ートセンターを市内３か所に開設しており、生活困窮者からの相談に対応しています。 
サポートセンターでは、住居確保給付金の支給や、家計改善支援事業など生活困窮者自立支援法の各事業に加え
て、緊急食糧支援や弁護士による相談など様々なメニューを相談者の状況に応じて組み合わせながら支援を行い
ます。 
 
名古屋市におけるホームレス自立支援の流れ 
巡回相談事業によるホームレスとうへのアウトリーチ、社会福祉事務所での相談、一時保護事業・緊急宿泊援護
事業の利用、自立支援事業または保護施設（救護施設等）または他法施設（養護老人ホーム等）の利用、地域生
活 
（就労と福祉等による多様な自立・自立の定着）、アフターフォロー事業・社会資源の活用等 
 
（５）人権の擁護と尊重                            
ア 現状と課題 
（ア） 令和３年生活実態調査の結果によると、通行人からの暴力や近隣等とのトラブルについて、人権擁護

機関へ相談したいと答えたかたは、平成 28 年調査と比較し減少しましたが、依然としてホームレスの人権侵害
につながる暴行事件などの事例は、一定数存在すると考えられます。 
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６４ページ 
（イ） インターネットの普及に伴い、匿名性、情報発信の容易さから、誹謗中傷、プライバシーの侵害、差別
を助長する表現の掲載など、人権に関わる問題が発生しており、ホームレスの人権についても例外ではありませ
ん。 
（ウ） ホームレスが自立し、地域社会の一員として社会生活を送ることができるよう、住まい、就労、福祉、
医療などの面で取り組みを行うとともに、ホームレスに対する偏見や差別意識を解消するため、市民の人権意識
の高揚を図ることが大切です。 
（エ） なごや人権施策基本方針においてホームレスの人権に関する問題を取り上げ、人権という視点から施策
を総合的に推進することとしています。 
イ 具体的な施策・事業 
（ア） 人権教育・人権啓発の推進 
差別や偏見をなくすために、一人ひとりが人権問題に対して関心を持ち、人権尊重についての理解と認識を深め
るとともに、主体的に行動することができるよう、多様な機会や場を通じて、インターネットの普及等社会情勢
の変化にも対応した、人権教育・人権啓発を推進します。 
（イ） ホームレスの人権擁護 

ホームレスに対する暴力、嫌がらせ等の人権侵害を通報等により認知した場合は、国、県、関係機関等との連携
により、適切な解決を図ります。 
（ウ） 人権尊重の視点に立った施策等の推進 

相談・援護機関における対応をはじめ、自立支援関係施設の運営、ホームレス等の自立支援の取り組みにあたっ
ては、福祉事務所職員や自立支援関係施設等の職員が常に人権尊重の視点から施策、事業を推進することが求め
られます。 
福祉事務所での面接、相談に従事する職員等に対する研修の充実に努めることで、知識・技術の修得・蓄積、

資質技術・能力の向上、人権感覚の育成を図ってきましたが、福祉事務所職員だけに限らず、自立支援関係施設
等の職員も含めすべての職員についても、こうした取り組みに努めていきます。 
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６５ページ 
（６）地域における生活環境の維持・改善                    
 ア 現状と課題 
（ア） 令和５年１月概数調査の市内ホームレス数は 78 人で、最高の平成 15 年１月の 1,788 人の 4.4%まで

減少しています。 
政令指定都市、特別区部の中では大阪市、東京都 23 区、横浜市、福岡市、川崎市、仙台市に次ぐ人数で、ホー

ムレスの問題は解決途上にあるといえます。 
起居場所は 公園 31 人、河川 19 人、道路 11 人、その他 17 人で、平成 15 年当時と比べ、公園の割合が約４

割減少する一方、その他の割合は約３倍となっており、こうしたかたへの支援も必要です。その他の大半は地下
街や繁華街の通路等で起居する非定住型のホームレスです。 
（イ）ホームレス数は減少していますが、公園等の公共的施設の管理者 以下公園等管理者という。に対し、公
園等を適正に利用できないことで苦情や相談の声が寄せられています。ごみの堆積・散乱は、第三者による新た
な不法投棄を招くなど、地域社会とのあつれきや摩擦を生じる状況があり、早急な事態の解消が必要です。 
（ウ）公園等の公共的施設は、設置目的に沿って適正に管理運営されなければなりませんが、施設を適正に利用
できないときは、ホームレス個々の状況と人権に配慮しつつ、自立支援施策等を周知し、自立支援施策や福祉等
の援護につなぐよう支援することで、公共的施設の機能が発揮されるよう改善する必要があります。 
（エ）公共的施設に起居するホームレスへの指導や働きかけにより自立支援施策や福祉等の援護につながっても、
施設等での生活を中途でやめたり、居宅生活に移行しても再野宿化する例があります。再野宿化を防止するため
には、指導や働きかけの初期段階から、本人の意向等の把握と自立意欲の醸成を図るための方策を講じる必要が
あるとともに、アフターフォローによる助言も重要です。 
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６６ページ 
イ 具体的な施策・事業 
（ア） 公共的施設の適正利用の指導 
○  公園等管理者は、定期的に施設を巡回する中で、荷物やテント等を常置するなど公園等に起居するホームレ
スの把握に努めます。 
○ 起居等により施設が適正に利用できないときは、ホームレスの人権に配慮しつつ、適正利用につながる指導
や働きかけを行います。 
○ 巡回相談員をはじめ福祉事務所等との連絡調整を十分に図り、個々の状況と本人の意向を確認して、自立支
援施策や福祉等の援護につなぐよう支援を行います。   
○ ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのあるかたに対しても、施設を巡回する中で声掛けに努める
など、早期の段階から個々の状況を把握し、本人の意向を確認して自立支援施策や福祉等の援護につなぐよう支
援を行います。 
○ 施設の工事等のために当該施設に起居するホームレスの退去や物件の撤去が必要となる場合は、早期の周知
に努めます。 
○ 高速道路等に関係した事案の場合、当該施設の管理者と連携して、適正利用につながる指導や働きかけを行
います。 
○ 施設内の清掃について、関係機関が一体となって連携し地域全体の問題と捉え、環境美化活動として対応し
ます。 
（イ） 公共的施設の機能回復と保全 

公園等管理者は、当該施設がホームレスの起居等により適正に利用できないときは、福祉事務所等と連携を図り、
個々の状況と本人の意向を確認し、自立支援施策や福祉等の援護につなぐことにより、施設からの退去や物件の
撤去を促し、施設の機能回復や保全を図ります。なお、必要な場合には、法令に基づく監督処分等の対応をとる
こととします。 
（ウ） ホームレスへのアフターフォロー 

公園等管理者がホームレスを自立支援施策や福祉等の援護につないだ後においては、福祉事務所等は、公園等管
理者と連携し、適切な助言を行うなど定着支援により、再野宿化の防止に努めます。 
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６７ページ 
（７）民間団体等との連携・地域福祉                      
ア 現状と課題 
（ア） ホームレス等に対する自立支援施策には、住宅や就労機会の確保など、関連する施策や、国や県、関係
団体との連携が不可欠です。自立定着の支援には、アフターフォローなどの個別支援や、つながり・支えあいと
いった、地域支援において、ＮＰＯ・ボランティア団体、社会福祉協議会などの参画が不可欠な取り組みが多く
あり、関係団体等と連携を図る必要があります。 
（イ） 国や県、関係団体との連携は、定期的な情報交換や施策の実施を通して良好に図られていると考えてい
ます。ＮＰＯ・ボランティア団体など民間団体との間では、各種事業等を通して連携を進めていますが、十分と
は言いがたい状況です。 
（ウ） ホームレスでは非定住型の割合が増加するとともに、ホームレスとなることを余儀なくされる状況が顕
在化し、従来のアウトリーチによる相談・支援が届きづらいケースが増加しています。 
今後、自立支援施策の実効性を高めていく上で、ホームレス等の支援に経験とノウハウを取り入れるため、民間
団体等との協働体制の構築は検討課題の一つであると考えています。 
（エ） ホームレス等が居宅生活に移行しても、金銭管理の失敗、意欲の減退、地域での孤立等により再び住

居を失ってしまう場合が少なくありません。居宅生活を定着させるために、個々の状況に応じた多面的なアフタ
ーフォローの必要性が国の基本方針においても指摘されていることから、今後は、アフターフォローの取り組み
の一層の充実を図っていくことが重要であると考えています。 
（オ） 核家族化の進行や地域住民相互のつながりの希薄化により、家族や地域のセーフティネットが十分に

機能しなくなっており、様々なリスクにより、人々が社会の中で孤立に追いやられる危険性が指摘されています。
新たなホームレスを生まないよう、また、自立したかたが再びホームレス化することがないよう、地域福祉の推
進を図ることが重要な課題となっています。  
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６８ページ 
イ 具体的な施策・事業 
（ア） 住まいの分野での連携 

住まいの確保については、住宅セーフティネット法に規定する居住支援法人や名古屋市住宅確保要配慮者居住支
援協議会による名古屋市居住支援コーディネート事業等などとの連携を推進します。 
県と連携して引き続き県営住宅への優先入居を進めます。また、住居を失った生活困窮者に対して一時的な宿

泊場所の提供等を行うため、生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業として実施される緊急・一時宿泊
支援事業とも連携を図ります。 
（イ） 就労の分野での連携 

就労機会の確保については、国、県及び経済団体等と連携して定期的に連絡会議を開催し、情報の共有化を図る
とともに施策への協力を求めていきます。 
 就職支援ナビゲーターの派遣や就職支援相談など国、県が行う様々な事業と連携して就労機会の確保に努めま
す。さらに、中間的就労の場の確保等を進めるにあたっては、ＮＰＯ等の民間団体との連携を図ります。 
（ウ）相談・援護の分野での連携 
相談・援護については、従来のアウトリーチによるアプローチが困難な状況にあるホームレスとなることを余儀
なくされるおそれのあるかたについて、ニーズ把握と適切な対応を図るために、実現可能な方法による実態の把
握に努めます。ホームレス支援等を取り組むＮＰＯやボランティア団体等との連携を推進し、協働体制の構築を
図ります。 
（エ）アフターフォロー事業での連携 
○ 福祉等の援護により自立したかたへのアフターフォローにあたっては、ホームレス等の自立・定着支援に実
績のあるＮＰＯ・ボランティア団体など民間団体の人材やノウハウを活かす取り組みを進めます。 
○ 多面的・個別的な支援の充実を図るために、民間団体に対し、各種福祉制度など様々な横断的領域の知識修
得や情報獲得に向け、研修等において協力を進めるとともに、民間団体において蓄積された事例やノウハウにつ
いても、研修等を通じて本市の相談・援護従事者等に還元するなど、人材育成の面でも民間団体との連携・協働
を進めます。 
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６９ページ 
（オ）地域の安全確保等での連携 
○ 地域における安全の確保及びホームレスの被害防止を図るため、ホームレスの人権に配慮し、地域社会の理
解と協力を得て警察等の関係機関との連携を図ります。 
○ 洪水等の災害により被害のおそれのあるホームレスに対しては、管理する国、県など関係機関と連携して安
全確保に努めます。災害発生時にホームレスに対する差別的対応が生じないよう周知を行います。 
（カ）地域福祉 
○ 自立後、地域で安定した生活を継続するためには、地域社会とのつながりなどを確保することが重要であり、
ケースワーカーによる訪問活動やアフターフォローなどの個別支援の中で、本人の状況や意向を踏まえて地域と
の接点を見つけ、身近な社会資源や地域支援につなぐよう努めます。 
○ 地域活動やボランティア活動、軽易な就労の場など、他人の役に立つ実感を得られる機会や場への参加を促
進することや、様々な生活課題を抱えたかたを地域全体で見守り、支えあう風土を醸成するなど、自立者が地域
で安定した生活を続けられるよう、地域福祉の推進を図ります。 
○  ホームレス等の自立と地域生活の維持・定着を図るため、行政をはじめ社会福祉協議会、アフターフォロー
の実施団体、ホームレス自立支援関係施設、ＮＰＯ・ボランティア団体等の間で、定期的に情報・意見交換等を
行い、連携促進を図ります。 
  



７０ページ 
白紙 


